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１. 調査概要 

１.１ 背景と目的 

介護保険事業計画では各保険者が必要となる介護サービス量を見込むこととなるが、介護サ

ービス量の基礎となる要支援・要介護認定者数について、現在、各保険者では、性・年齢階級

別の推計人口に、直近の実績の伸びから設定する要支援・要介護認定率を乗じることにより推

計（自然体推計）している。 

しかし近年、制度創設時に比べると要支援・要介護認定者数の伸びは鈍化しており、自然体

推計の方法について、見直しを行うための検討の必要性が生じている。また、今後の介護保険

事業計画の作成にあたっては、高齢者の自立支援・重度化防止等の取組内容、実績や効果等を

勘案（施策反映）した上で、将来の要支援・要介護認定者数を推計することがますます重要と

なってきている。 

このため、本研究事業では、第 8期介護保険事業計画の作成に向けて、より的確な要支援・

要介護認定者数の推計手法等を確立するため、以下の 4点について検討する。 

 

① 性・年齢階級別の高齢者数に加えて「高齢者のみの世帯数」や「認知症高齢者の人数」

の増加などの要因を踏まえた推計方法の検討 

② 「介護予防等の施策効果」を推計に反映させる方法の検討 

③ 広域化した保険者における推計方法の検討 

④ ①～③を踏まえた保険者支援のための手引き等の検討 
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１.２ 事業の実施体制 

 

本事業の実施に際し、有識者および市町村や広域連合等の保険者から構成される検討委員会

を設置した。事業期間中に検討委員会を３回開催し、推計手法の検討、施策の効果の反映方法

の検討、手引き案の検討等を行った。検討委員会の概要は以下のとおり。 

 

＜委員メンバー＞（五十音順・敬称略）◎は委員長 ※所属は平成 31年 3月末日時点 

栗島 瑞樹 毛呂山町 高齢者支援課 介護保険係 係長 

古賀 聖美 佐賀中部広域連合 認定審査課 副課長兼介護認定第一係長 

篠田 浩 大垣市 福祉部 社会福祉課 課長 

菅 桂太 国立社会保障・人口問題研究所 人口構造研究部 第 1室長 

◎内藤 佳津男 日本大学文理学部 心理学科 教授 

野﨑 律男 豊岡市 健康福祉部 高年介護課 高齢者政策係 主幹兼係長 

渡 義忠 くすのき広域連合 総務課長 

 

＜オブザーバー＞ 

厚生労働省老健局 介護保険計画課  

 

＜事務局＞ 

エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社 サステナビリティ事業部 

株式会社三菱総合研究所 ヘルスケア・ウェルネス事業本部 

 

検討委員会の開催時期と議題 

回 時期 議題 

第 1回 平成 30年 12月 20日  事業計画について 

 要介護認定者数の推計方法について 

 広域化した保険者における推計方法について 

 手引き骨子案について 

第 2回 平成 31年 2月 25日  手引き素案について 

 広域化した保険者における推計方法について 

 報告書骨子案について 

第 3回 平成 31年 3月 18日  手引き案について 

 報告書案について 
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１.３ 事業の実施フロー 

 

本事業の実施フローは以下のとおりである。 

 

図表 1 事業の実施フロー 

 

 



 

4 
 

 
２. 調査結果のまとめ 

本事業では、第 8期介護保険事業計画の作成に向けて、より的確な要支援・要介護認定者数

の推計手法等を確立するため、要介護認定者数の推計方法に関する検討、および要介護認定者

数の施策反映方法の検討と手引きの作成を行った。 

調査結果の概要を以下にまとめる。 

 

＜要介護認定者数の自然体推計の推計方法について＞ 

 

○ 推計誤差の検証結果から、第８期介護保険事業計画の作成においては、将来の要介護認

定者数の推計手法として、直近の実績（第８期推計の場合、平成 31年度を想定1）から

要介護認定率を設定する手法を用いることが妥当と考えられた。 

 

○ コーホート法による推計手法について、自治体のニーズはあったが、推計ワークシート

等の支援がなければ、自治体独自で推計を行うことは難しいという意見であった。 

 

○ 広域化した保険者では、推計方法による推計誤差が保険者によって様々であったことか

ら、広域連合における推計では、広域連合が地域の状況を鑑みつつ、ニーズに応じて、

構成市町村別の推計も可能な仕組みを設けることが適当と考えられた。 

 

○ 検討委員会では、市町村合併後の地域差等、日常生活圏域によって状況が大きく異なる

場合も想定されることから、広域連合のみならず、市町村でも地域ごとの推計を実施で

きる方がよいという意見も挙げられた。 

 

＜要介護認定者数の施策反映方法の検討と手引きの作成について＞ 

 

○ 要介護認定者数の推計において保険者が留意すべき事項として、特に、介護予防・日常

生活支援総合事業への移行に伴う要支援者の動向、ひとり暮らし高齢者の動向、認知症

高齢者の動向、地域医療構想の実現に伴う追加的需要への対応が挙げられた。 

 

○ 介護予防・日常生活支援総合事業の事業対象者数については、実績値から将来推計を実

施できるとよいという意見もあった。 

 

○ 介護サービスの未受給者数の動向について、推計手法に反映することも検討したが、未

受給者を正確に把握できないことから施策反映時に勘案するのが適切である、未受給者

を除くにはサービス利用を踏まえる必要があるが、ここではその方法を十分に議論でき

ていない等の理由から、推計手法として提案することは見送ることとした。 

                                                   
1 ただし、認定率の長期的な推移や年度内の月次変動等を把握し、妥当と考えられるうちの直近月の数値や、場合によっては直近

数ヶ月間の平均値等を使用することが望ましい。 
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○ ただし、未受給者数を機械的に算出する仕組みを追加する等、参考情報として未受給者

数の動向を把握できることは推計に際して有用と考えられた。 

 

○ 施策反映にあたっては、将来推計人口等に基づく将来の性・年齢階級別の被保険者数の

見込みに対し、直近の要介護認定率のみを単純に乗じて算出した要介護認定者数を出発

点に検討することとし、①従来の保険者の全体的な取組状況を踏まえ、取組の効果を総

合的に勘案して認定率の変化を見込む方法、②保険者における各取組の効果をそれぞれ

定量的に見込み、認定者数の増減に反映する方法の２通りの施策反映方法を提案した。 

 

○ 施策反映において、保険者が施策の効果を見込むことは難しい作業であるが、第７期に

実施した施策の効果を見込んで第８期計画を作成すること、さらに得られた推計結果と

実績値を第８期期間に比較して考察すること等、施策の効果に関する考察という不断の

取組を通じて気づきを蓄積し、第９期以降の計画に活用していくことが重要である。そ

のためには、世代間のライフスタイルの変化等、2025 年に向けた長期的な視点も含め

て、まずは保険者が、計画作成の作業を通じて、様々なデータを収集し、地域の状況を

把握、分析するよう努めるとともに、継続した基礎的調査研究事業と保険者が効果的・

効率的なデータ整備および介護保険事業の PDCA サイクルを進めるための支援が必要

であると考えられた。 
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３. 要介護認定者数の推計方法の検討 

３.１ 検討の背景 

介護保険事業計画では各保険者が必要となる介護サービス量を見込むこととなるが、介護サ

ービス量の基礎となる要支援・要介護認定者数について、現在、各保険者では、性・年齢階級

別の推計人口に、直近の実績の伸びから設定する要支援・要介護認定率を乗じることにより推

計（自然体推計）している。しかし近年、制度創設時に比べると要支援・要介護認定者数の伸

びは鈍化しており、自然体推計の方法について、見直しを行うための検討の必要性が生じてい

る。 

そこで、介護保険事業状況報告等の公表データをもとに、複数の推計手法に基づいて保険者

別に要介護認定者数の推計を行い、推計値と実績値の乖離を比較することにより、各推計手法

の精度について検証を行った。 

 

３.２ 推計方法の検討 

要介護認定者数の実績値から将来の認定者数を推計する手法として、以下の手法が考えられ

る。今回、A～Cの手法について、以下のとおり、介護保険事業状況報告等の実績値を用いて、

推計精度の検証を行った2。D の手法については、推計の考え方と推計に必要なデータの整理

を行った。 

 

A) 直近の実績の伸びから認定率を設定する手法（現行の推計手法） 

B) 直近の実績値から認定率を設定する手法 

C) 過去の長期の実績の伸びから認定率を設定する手法 

D) 直近の要介護認定者数からコーホート法により推計する手法 

 

図表 2 推計手法のイメージ 

 

                                                   
2 介護保険事業状況報告は各年度 9 月月報値（9 月末時点）を利用した。なお、平成 25 年度以前は性・年齢 5 歳階級別の要介護

認定者数が取得できないことから、本検討では前期・後期高齢者別に推計を行った。 
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A) 直近の実績の伸びから認定率を設定する手法（現行の推計手法） 

平成 27年度→平成 28年度の実績の伸びから平成 29年度の認定率を推計 

H29認定率推計 A＝H28認定率+ (H28認定率-H27認定率)×1 

 

B) 直近の実績値から認定率を設定する手法 

平成 28年度の認定率を平成 29年度の認定率として設定 

H29認定率推計 B＝H28認定率 

 

C) 過去の長期の実績の伸びから認定率を設定する手法 

1) 平成 25年度→平成 28年度の実績の伸びから平成 29年度の認定率を推計 

H29認定率推計 C1＝H28認定率+ (H28認定率-H25認定率)×1/3 

 

2) 平成 22年度→平成 28年度の実績の伸びから平成 29年度の認定率を推計 

H29認定率推計 C2＝H28認定率+ (H28認定率-H22認定率)×1/6 
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３.３ 推計方法の検証結果 

上記 A～Cの手法について、保険者別に平成 29年度の推計誤差（H29認定率推計−H29認定

率実績）を算出した結果は図表 3、図表 4のとおり。手法 B（直近の実績値から認定率を設定す

る手法）の推計誤差が小さいことが分かる。手法 Aおよび Cでは、認定率の差分を用いるこ

とから、各年度における認定率の有意な差のみならず、偶発的に発生する認定率の差の寄与が

あり、推計誤差が大きくなることが考えられる。 

以上の結果から、第８期介護保険事業計画の作成においては、将来の要介護認定者数の推計

手法として、直近の実績（第８期推計の場合、平成 31年度）から要介護認定率を設定する手

法を用いることが妥当と考えられる。 

なお、前述のとおり、推計では性・年齢階級別の要介護認定率を用いるが、当該性・年齢階

級の高齢者の健康状態や高齢者を取り巻く環境が次期計画期間中に自然体で大幅に変化する

ことは想定しにくい。このため、性・年齢階級別に考えた場合、将来の認定率として直近の認

定率と同値である仮定することは定性的にも妥当と考えられる。 

 

図表 3 各推計手法における推計誤差の分布 

（左上：手法 A、右上：手法 B、左下：手法 C1、右下：手法 C2） 

 

 

図表 4 各推計手法における推計誤差の基本統計量 

手法A
（H27→H28）

手法B
（H28）

手法C1
（H25→H28）

手法C2
（H22→H28）

平均 -0.019 0.046 0.088 0.249

中央値 -0.014 -0.012 0.038 0.183

標準偏差 0.981 0.769 0.904 0.850

分散 0.963 0.591 0.817 0.722

最大 12.5 9.5 12.6 9.1

最小 -6.5 -6.7 -12.7 -11.0

範囲 19.0 16.3 25.4 20.1  
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【参考】 

 

図表 5 各推計手法における推計誤差の分布（左：前期高齢者、右：後期高齢者） 

 

 

図表 6 各推計手法における推計誤差の基本統計量（左：前期高齢者、右：後期高齢者） 

手法A
（H27→H28）

手法B
（H28）

手法C1
（H25→H28）

手法C2
（H22→H28）

手法A
（H27→H28）

手法B
（H28）

手法C1
（H25→H28）

手法C2
（H22→H28）

平均 0.032 0.083 0.051 0.035 平均 -0.105 0.145 0.336 0.663

中央値 0.012 0.068 0.038 0.032 中央値 -0.119 0.104 0.266 0.596

標準偏差 0.697 0.449 0.557 0.496 標準偏差 2.016 1.564 1.914 1.666

分散 0.485 0.202 0.311 0.246 分散 4.063 2.446 3.663 2.775

最大 7.1 5.6 7.1 6.4 最大 51.8 40.2 50.6 42.5

最小 -5.6 -5.6 -7.5 -5.6 最小 -9.1 -7.1 -26.2 -12.1

範囲 12.7 11.1 14.6 11.9 範囲 60.9 47.3 76.8 54.6  
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３.４ コーホート法による要介護認定者数の推計に関する検討 

 

要支援・要介護認定者数の推計においては、前述の要介護認定率の伸びを用いる手法のほか、

コーホート法による推計として以下の 2種類の手法が考えられる。 

1) 要介護認定者数の変化率を用いる手法（コーホート変化率法） 

2) 要介護度の変化率を用いて要介護認定者数を変化させる手法（コーホート要因法） 

 

1) 要介護認定者数の変化率を用いる手法（コーホート変化率法） 

本手法では、2時点間の要介護認定者数の変化率を用いて、将来の要介護認定者数を推計す

る。すなわち、X-1年および X年の性・年齢・要介護度別認定者数から、1年間の性・年齢・

要介護度別認定者数の変化率を算出し、X年の性・年齢・要介護度別認定者数に乗じることで

X+1年の性・年齢・要介護度別認定者数を推計可能と考えられる。 

具体的な推計式は下記のとおり3。 

 
Y歳・要介護 Zの変化率＝X年・Y+1歳の要介護 Zの人数／X-1年・Y歳の要介護 Zの人数 

X+1年・Y+1歳の要介護 Zの人数＝X年・Y歳の要介護 Zの人数×Y歳・要介護 Zの変化率 

※ただし、65歳の認定者数については以下の推計式から算出する。 
X+1年・65歳の要介護 Zの人数＝X+1年・65歳の被保険者数×X年・65歳の要介護 Zの認定率 

 

図表 7 要介護認定者数の変化率を用いる手法のイメージ 

要支援１
要支援２
要介護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５
要支援１ n1人 N1人

要支援２ n2人 N2人
要介護１ n人 N人
要介護２ n3人 N3人
要介護３ n4人 N4人
要介護４ n5人 N5人
要介護５ n6人 N6人
要支援１ n'1人 N'1人
要支援２ n'2人 N'2人
要介護１ n×a人 N×a人
要介護２ n'3人 N'3人
要介護３ m人 n'4人 N'4人
要介護４ n'5人 N'5人
要介護５ n'6人 N'6人
要支援１
要支援２
要介護１
要介護２
要介護３ m×b人 n'4×b人
要介護４
要介護５

X年
（実績）

・
・
・

60歳

61歳

62歳

63歳

年齢 要介護度
X-1年
（実績）

X+1年
（推計）

X-1年からX年

の変化率a

変化率aを

乗じる

他の要介護度からの

改善・悪化による増分
改善・悪化による増分

の影響が一定

変化率b

 

本手法では、2時点の性・年齢・要介護度別認定者数が得られれば、将来の要介護認定者数

が推計でき、一般的な自治体においても簡便に推計可能な手法と考えられる。 

ただし、2時点間の要介護認定者数の変化率のうち、要介護度の変化による認定者数の増分

                                                   
3 実際には性別に推計するが推計式上では表記を省略している。 
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については、他の要介護度における認定者数を反映しておらず、やや粗い推計であることに留

意する必要がある。 

 

2) 要介護度の変化率を用いて要介護認定者数を変化させる手法（コーホート要因法） 

本手法では、2時点間の要介護度の変化率を用いて、将来の要介護認定者数を推計する。す

なわち、X-1 年および X 年の個人の要介護度の変化（要介護 ZX-1→要介護 ZX）から、1 年間

の性・年齢・要介護度別変化率を算出する。この変化率を X 年の性・年齢・要介護度別認定

者数に乗じることで X+1年の性・年齢・要介護度別認定者数を推計可能と考えられる。 

具体的な推計式は下記のとおり4。 

 
Y歳・要介護 ZX-1→要介護 ZXの変化率 

＝分母のうち、X年に要介護 ZXに変化した人数／X-1年・Y歳・要介護 ZX-1の要介護認定者数 
 

X+1年・Y+1歳の要介護 ZX+1の人数 
＝X年・Y歳の要支援１の人数×Y歳・要支援１→要介護 ZX+1の変化率 

+X年・Y歳の要支援２の人数×Y歳・要支援２→要介護 ZX+1の変化率 
+X年・Y歳の要介護１の人数×Y歳・要介護１→要介護 ZX+1の変化率 
+X年・Y歳の要介護２の人数×Y歳・要介護２→要介護 ZX+1の変化率 
+X年・Y歳の要介護３の人数×Y歳・要介護３→要介護 ZX+1の変化率 

+X年・Y歳の要介護４の人数×Y歳・要介護４→要介護 ZX+1の変化率 
+X年・Y歳の要介護５の人数×Y歳・要介護５→要介護 ZX+1の変化率 
+X年・Y歳の被保険者数×X年・Y歳・要介護 ZX+1の新規認定率 

 
 ただし、新規認定率は下記のとおりとし、65歳の認定者数については以下の推計式から算出する。 
 

X年・Y歳・要介護 ZXの新規認定率 
＝X年・Y歳・要介護 ZXの新規認定者数／X年・Y歳の被保険者数 

 
X+1年・65歳の要介護 ZX+1の人数 

＝X+1年・65歳の被保険者数×X年・65歳・要介護 ZX+1の新規認定率 

 

 

                                                   
4 実際には性別に推計するが推計式上では表記を省略している。 
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図表 8 要介護度の変化率を用いる手法のイメージ 

要支援１
要支援２
要介護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５
要支援１ N1人
要支援２ N2人
要介護１ N3人
要介護２ N4人
要介護３ N5人
要介護４ N6人
要介護５ N7人

要支援１
要支援２
要介護１ N'人
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５
要支援１
要支援２
要介護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５

61歳

62歳

63歳

・
・
・

年齢 要介護度
X年

（実績）
X+1年
（推計）

60歳
各要介護度別の

変化率を乗じる

X-1年 61歳

要介護１

個人の状態変化から年齢・

要介護度別に変化率を算出

X年 62歳

要支援２

要介護２

要介護１

要介護１

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護５

要介護４

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7

×a3
×b3

×g3
×d3

×e3
×z3

×h3

要介護5

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護５

要介護４

h1
h2
h3
h4
h5
h6
h7

・・・

 

 

本手法では、要介護度の変化率を用いることで、他の要介護度の認定者数に基づく増分も考

慮しており、より精緻な推計手法と考えられる。 

ただし、個人の要介護度の変化を追跡し、要介護度別変化率を算出する必要があること、ま

た性・年齢・要介護度別変化率を算出するためには、一定規模の要介護認定者数が必要である

ことから、一般的な自治体においては、実施にあたっての負担が大きな推計手法である。 

第８期介護保険事業計画の作成において、本手法を活用することを考えた場合、国からの保

険者支援の一環として、例えば都道府県別に算出した性・年齢・要介護度別変化率の情報提供

や推計ワークシートの情報提供等が必要と考えられる。 
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４. 広域化した保険者における推計方法の検討 

４.１ 検討の背景 

介護保険事務を複数の市町村が合同で広域的に実施することは、小規模市町村等が介護保険

の安定的、効率的運営を行う上で効果的であり、今後、保険者の広域化が進展することが予想

される。 

介護保険事業計画は各保険者が作成するため、広域化した保険者では広域連合において介護

サービスの見込みや将来の要支援・要介護認定者数の推計を担う。しかし、実績データは保険

者別に提供されるため、構成市町村ごとの要支援・要介護認定率等の差異が相殺（平均化）さ

れ、実態と乖離した推計となる可能性が懸念される。 

そこで、具体的に広域化した保険者の推計と構成市町村ごとの推計の乖離を分析し、推計の

妥当性について検証を行うこととした。 

 

４.２ 検証方法 

現在、介護保険事務を広域的に実施している市町村が介護保険財政まで広域化したと仮定し、

以下の 25パターンの市町村の組み合わせを選定した。 

これらの市町村の組み合わせについて、介護保険事業状況報告等の実績値を用いて、広域化

した保険者の推計と構成市町村ごとの推計の乖離を分析した。 

 

図表 9 検証した市町村の組み合わせ 
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○ 具体的な推計方法は下記のとおり5。 

 

１）広域化した保険者の推計 

H27 認定率広域＝（H27 認定者数市町村①＋H27 認定者数市町村②） 

÷（H27 被保険者数市町村①＋H27 被保険者数市町村②） 

H28 認定率広域＝（H28 認定者数市町村①＋H28 認定者数市町村②） 

÷（H28 被保険者数市町村①＋H28 被保険者数市町村②） 

H29 認定率広域・推計＝H28 認定率広域＋（H28 認定率広域- H27 認定率広域）（※） 

H29 認定者数広域・推計＝H29 認定率広域・推計×（H29 被保険者数市町村①＋H29 被保険者数市町村②） 

 

２）構成市町村ごとの推計 

H29 認定率市町村①・推計＝H28 認定率市町村①＋（H28 認定率市町村①- H27 認定率市町村①）（※） 

H29 認定率市町村②・推計＝H28 認定率市町村②＋（H28 認定率市町村②- H27 認定率市町村②）（※） 

H29 認定者数市町村①・推計＝H29 認定率市町村①・推計×H29 被保険者数市町村① 

H29 認定者数市町村②・推計＝H29 認定率市町村②・推計×H29 被保険者数市町村② 

H29 認定者数広域・推計＝H29 認定者数市町村①・推計＋H29 認定者数市町村②・推計 

H29 認定率広域・推計＝H29 認定者数広域・推計÷（H29 被保険者数市町村①＋H29 被保険者数市町村②） 

 

（※）平成 29 年度の認定率の推計は、上記の推計式のほか、H29 認定率=H28 認定率とした場合についても検討 

 

 

図表 10 検証イメージ 

 

                                                   
5 介護保険事業状況報告は各年度 9 月月報値（9 月末時点）を利用した。推計は性・年齢 5 歳階級別に実施している。 
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４.３ 推計方法の検証結果 

広域化した保険者の推計結果、構成市町村ごとの推計結果、および実績値の比較は図表 11

のとおり。推計結果と実績値との乖離について推計手法による明確な傾向は認められなかった。 

小規模な市町村は、広域化した保険者の推計では、組み合わせによって一定程度の規模にな

ることで、要介護認定率の有意ではない変動が抑制され、構成市町村ごとの推計とは推計結果

に乖離が生じると考えられる。ただし、認定率の変動が抑制されることと実績値との乖離に基

づく推計の精度は必ずしも相関しないことが示唆された。 

 

図表 11 推計結果と実績値の比較 

広域化した
保険者の推計

構成市町村
ごとの推計

実績値
広域化した

保険者の推計
構成市町村
ごとの推計

実績値

1 富良野広域連合 2,381 2,451 2,445 17.9 18.4 18.4

97.4 100.3 100.0 97.4 100.3 100.0

2 津軽広域連合 17,428 17,504 17,553 19.4 19.5 19.5

99.3 99.7 100.0 99.3 99.7 100.0

3 つがる西北五広域連合 8,553 8,636 8,405 18.7 18.8 18.3

101.8 102.7 100.0 101.8 102.7 100.0

4 気仙広域連合 4,311 4,326 4,309 18.7 18.8 18.7

100.0 100.4 100.0 100.0 100.4 100.0

5 山梨県東部広域連合 4,169 4,257 4,247 15.7 16.0 16.0

98.2 100.2 100.0 98.2 100.2 100.0

6 上田地域広域連合 11,935 11,994 11,933 18.5 18.5 18.5

100.0 100.5 100.0 100.0 100.5 100.0

7 松本広域連合 21,576 21,660 22,002 17.8 17.9 18.2

98.1 98.4 100.0 98.1 98.4 100.0

8 南信州広域連合 9,462 9,678 9,645 17.9 18.3 18.2

98.1 100.3 100.0 98.1 100.3 100.0

9 上伊那広域連合 8,218 8,301 8,116 14.8 15.0 14.7

101.3 102.3 100.0 101.3 102.3 100.0

10 佐久広域連合 9,488 9,604 9,601 14.9 15.1 15.1

98.8 100.0 100.0 98.8 100.0 100.0

11 北信広域連合 5,410 5,486 5,366 18.5 18.8 18.3

100.8 102.2 100.0 100.8 102.2 100.0

12 長野広域連合 29,634 29,733 29,074 18.1 18.2 17.8

101.9 102.3 100.0 101.9 102.3 100.0

13 東三河広域連合 30,415 30,470 30,531 15.3 15.3 15.3

99.6 99.8 100.0 99.6 99.8 100.0

14 鳥羽志勢広域連合 6,307 6,317 6,359 19.8 19.8 20.0

99.2 99.3 100.0 99.2 99.3 100.0

15 度会広域連合 2,504 2,537 2,438 19.6 19.8 19.0

102.7 104.1 100.0 102.7 104.1 100.0

16 相楽東部広域連合 704 739 747 20.8 21.9 22.1

94.2 99.0 100.0 94.2 99.0 100.0

17 桜井宇陀広域連合 6,231 6,269 6,197 20.8 20.9 20.7

100.6 101.2 100.0 100.6 101.2 100.0

18 鳥取中部ふるさと広域連合 5,878 5,940 6,002 17.3 17.5 17.7

97.9 99.0 100.0 97.9 99.0 100.0

19 徳島中央広域連合 5,065 5,069 5,161 18.5 18.5 18.9

98.1 98.2 100.0 98.1 98.2 100.0

20 宇城広域連合 5,622 5,663 6,099 16.5 16.6 17.9

92.2 92.9 100.0 92.2 92.9 100.0

21 菊池広域連合 8,164 8,194 8,220 18.3 18.3 18.4

99.3 99.7 100.0 99.3 99.7 100.0

22 上益城広域連合 5,908 5,959 5,732 21.0 21.2 20.3

103.1 104.0 100.0 103.1 104.0 100.0

23 天草広域連合 9,664 9,688 9,343 21.9 21.9 21.2

103.4 103.7 100.0 103.4 103.7 100.0

24 臼津広域連合 3,471 3,518 3,883 15.9 16.1 17.8

89.4 90.6 100.0 89.4 90.6 100.0

25 徳之島愛ランド広域連合 1,344 1,399 1,405 17.5 18.2 18.3

95.7 99.6 100.0 95.7 99.6 100.0

No 連合名
H29年度の認定者数（人） H29年度の認定率（％）

 
※上段：推計結果、下段：実績値を 100 とした場合の比率。実績値に近い推計結果の比率を赤字で表記している。 
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５. 要介護認定者数の施策反映方法の検討と手引きの作成 

５.１ 要介護認定者数の推計における留意点の整理 

（1）留意点の検討 

保険者が要介護認定者数の推計にあたって留意すべき事項として以下の 6点が考えられた。 

 

 

図表 12 要介護認定者数の推計にあたって留意すべき事項（案） 

 要支援者の動向（介護予防・日常生活支援総合事業への移行） 

 ひとり暮らし高齢者の動向 

 認知症高齢者の動向 

 介護サービスの未受給者数の動向 

 地域医療構想の実現に伴う追加的需要への対応 

 世代間のライフスタイルの変化 

 

 

【要支援者の動向】 

平成 27年 4月の介護保険法改正における介護予防訪問介護、介護予防通所介護の介護予

防・日常生活支援総合事業への移行に伴い、要支援者の認定率に一過的な変動が生じると見

込まれる。このため、各保険者において介護予防・日常生活支援総合事業への移行状況を振

り返るとともに、認定率の動向を把握し、将来の推移を予測することが重要であると考えた。 

 

【ひとり暮らし高齢者の動向】 

少子化や核家族化、高齢化に伴い、ひとり暮らしの高齢者は増加傾向にあり、ひとり暮ら

し高齢者は、介護する家族がいないことから、一般的に要介護認定を受ける割合が高いこと

が知られている。すなわち、将来において、現在よりもひとり暮らし高齢者の割合が高まる

場合、認定率に上乗せすることを検討する必要があると考えた。 

なお、将来、ひとり暮らし高齢者の割合が高まる状況としては、サービス付き高齢者向け

住宅が新たに開設され、現在、自宅でひとり暮らしの高齢者が安心を求めて移り住むといっ

たことが考えられる。ただし、将来、子どもに迷惑をかけたくない、現在は同居しているが

将来は介護が難しくなる等との考えから移り住む高齢者等もいると想定されるため、アンケ

ート調査等から実態を把握することが重要である。 

 

【認知症高齢者の動向】 

高齢化による認知症高齢者の増加に伴い、要介護認定者も増加することが見込まれるため、

将来において、現在よりも急激に認知症高齢者が増加する場合、認定率に上乗せすることを

検討する必要があると考えた。 
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【介護サービスの未受給者数の動向】 

要介護（支援）認定者の中には、様々な要因によって介護サービスを利用していない高齢

者（これを「未受給者」とする）がいる。未受給者の割合やその要因は地域によって大きく

異なると考えられ、要介護認定者数を推計する上で、各保険者において、これらの実態や動

向を把握しておく必要がある。例えば「バスの割引制度の受給資格に認定結果を活用しなく

なったこと」による要介護認定者数の減少を介護予防事業の効果と勘違いするようなことが

ないよう、配慮する必要がある。また、このような実態や動向を踏まえて、他の保険者と要

介護認定率を比較して地域分析し、施策反映に活かす必要がある。 

 

図表 13 未受給者の例 

 
 

【地域医療構想の実現に伴う追加的需要への対応】 

第７期計画作成時と同様に第８期計画においても「地域医療構想による病床の機能分化・

連携」に伴い生じる介護サービスの追加的需要を見込む必要がある。特に第７期期間に追加

的需要が大きく生じなかった保険者（老人福祉圏域）においては、第８期期間に生ずること

が考えられる。 

 

図表 14 地域医療構想の実現に伴う追加的需要 

 
（出所）第11回医療介護総合確保促進会議(平成29年9月7日) 参考資料４ 医療計画及び介護保険事業（支援）

計画の整合的な策定について 
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【世代間のライフスタイルの変化】 

約 650万人いる団塊の世代が 75歳以上の高齢者となる 2025年に向けては、世代間のラ

イフスタイルの差異にも留意する必要があると考えた。特に、団塊の世代では、核家族化が

進む中で、夫婦のみ世帯の増加、さらには男女間の寿命の差異による単身女性の増加が見込

まれ、老後を家族に頼ることが困難な人がいっそう増えること等が予想される。こうした家

族の在り方の変化は要介護認定の申請率にも影響すると考えられる。 

一方で、元気で活動的な高齢者も増えており、心身の機能低下による要介護認定の減少も

見込まれる等、高齢者の実態を踏まえ、これらの要素を勘案しつつ、要介護認定率の変化を

予測することが必要である。 

 

図表 15 団塊の世代の特徴 

 
（出所）内閣府 平成 25 年版高齢社会白書，2013 
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（2）介護サービスの未受給者を考慮した推計の検討 

介護サービスの未受給者数の動向については、未受給者数を考慮した推計方法についても検

討を行った。 

 

【未受給者数の把握方法】 

まず、未受給者数の把握方法について整理した。 

ここでは、「未受給者」を要介護（支援）認定者のうち、様々な要因によって介護サービ

スを利用していない高齢者とした。しかし、この未受給者に対して、公表されている統計ベ

ース6では、各サービス別に受給者数は示されているものの、複数サービスを利用している

要介護認定者について、いわゆる「名寄せ」が行われておらず、介護サービスの受給者数を

把握することは困難である。そこで、ケアマネジメントの有無に着目し、公表されている統

計から把握可能な居宅介護支援・介護予防支援の受給者数に介護保険施設サービス、認知症

グループホーム、特定施設のほか、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

といったケアマネジメントが内付けのサービスの利用者数を合計した人数を介護サービス

の「受給者数」とみなすことを考えた7。 

 

図表 16 公表データからの受給者数の把握 

 

 

 

【推計方法の提案】 

続いて、未受給者数を考慮した推計方法を検討した。具体的には、従来の将来推計の考え

方に対し、上記の未受給者数の把握に基づく「受給率」を用い、要介護認定者数の推計後、

受給者数を推計した後、施設・居住系サービス利用者数、在宅サービス利用者数を推計する

ことが考えられる。 

それぞれの推計方法の課題については以下に示したとおりである。 

 

                                                   
6 保険者別に受給者数が示されている介護保険事業状況報告を想定。介護給付費等実態調査では介護サービスの受給者数が示

されているが、集計単位が都道府県別であり、保険者別の受給者数は把握できない。 
7 各サービスの受給者数は 1 人の高齢者が上記のサービス間で二重計上されている可能性があること、居宅療養管理指導のみ利

用する者など、ケアマネジメントを伴わない受給者も存在すること等から厳密に一致するものではない。 
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図表 17 未受給者を考慮した推計の考え方（案） 

 

 

 

図表 18 推計の考え方の課題 

 

 

 

【推計の試行】 

従来の推計の考え方と未受給者を考慮した推計の考え方の２通りの推計方法により、平成

27年度、平成 28年度のサービス利用者数の実績値から平成 29年度のサービス利用者数を

推計し、平成 29年度の実績値と比較することで、あてはまりの程度を検証した8。 

その結果、図表 19～図表 21に示したように訪問介護、通所介護、短期入所生活介護にお

いて、従来の推計方法と未受給者を考慮した推計方法の差異はほとんど認められなかった。 

 

                                                   
8 サービス利用者数は介護保険事業状況報告の年報値および月報 12 ヶ月分累計、要介護認定者数は各年度 9 月月報値（9 月末

時点）を利用した。 
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図表 19 未受給者を考慮した推計の試行結果（訪問介護） 
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図表 20 未受給者を考慮した推計の試行結果（通所介護） 
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図表 21 未受給者を考慮した推計の試行結果（短期入所生活介護） 

 

 

 

以上の検討結果を踏まえ、自然体推計において、介護サービスの未受給者を除くプロセスを

追加することについて検討委員会に諮ったが、下記のことから提案は見送ることとした。 

 

○ 未受給者を正確に把握できないことから、施策反映時に勘案するのが適切ではないか。 

○ 未受給者数を機械的に算出する仕組みを追加することで、同様の効果が得られるのでは

ないか。 

○ 未受給者を除くには、サービス利用を踏まえる必要があるが、ここではその方法を十分

に議論できていない。 
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（3）留意点と考え方の整理 

上記の留意すべき事項について、推計における考え方を整理し、留意点として作成する手引

きに記載することとした。 

 

【要支援者の動向】 

介護予防・日常生活支援総合事業への移行の影響については、各保険者において、介護予

防・日常生活支援総合事業への移行開始時期および完了時期の確認を踏まえ、要支援者の認

定率の動向の把握から、将来の要支援者の認定率を設定することとした。 

 

 

図表 22 介護予防・日常生活支援総合事業への移行の影響の考え方の例 

 

 

 

【ひとり暮らし高齢者の動向】 

ひとり暮らし高齢者については、国勢調査の結果等から、ひとり暮らし高齢者数の動向を

把握し、その動向に変化が見込まれる場合は、該当する性・年齢階級の要介護認定者数や要

介護認定率を調整することとした。 

 

考え方の例  

例１） ひとり暮らし高齢者の増加により、要介護認定率がどの程度変化すると想定されるか？ 

→要介護認定率が●％から●％になると見込む。（認定率の変化を見込む） 

例２） ひとり暮らし高齢者の増加分のうち、どの程度が要介護認定を受けると想定されるか？ 

→増加したひとり暮らし高齢者の●％分、要介護認定者数が増加すると見込む。 

（認定者数の変化を見込む） 
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【認知症高齢者の動向】 

認知症高齢者については、要介護認定者のうち、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の

高齢者数の推移や、要介護認定を受けているが日常生活自立度Ⅰの高齢者、要介護認定を受

けていない高齢者を含めた認知症有病者の推計等をもとに、要介護認定を受けていない認知

症高齢者数の動向を把握し、その動向に変化が見込まれる場合は、該当する性・年齢階級の

要介護認定者数や要介護認定率を調整することとした。 

 

 

図表 23 認知症高齢者の動向の把握イメージ 

      
 

【介護サービスの未受給者数の動向】 

未受給者を正確に把握できないこと等から、検討委員会における議論も踏まえ、推計方法

に反映することは困難と考えられた。そこで、保険者において、何らかの方法により、その

動向を把握し、施策反映時等に勘案するものと整理した。ただし、各サービスの利用率を修

正せず、未受給者数を要介護認定者数から単に除いてしまうと、サービス利用者数が少なく

推計されてしまうことに留意する必要がある。 

 

 

【地域医療構想の実現に伴う追加的需要への対応】 

都道府県が実施する医療療養病床や介護療養型医療施設の転換意向調査結果や都道府県

との協議を踏まえ、要介護者の増加を的確に見込む必要があると整理した。 

 

 

【世代間のライフスタイルの変化】 

長期推計を行う上では留意する必要がある事項として、長期的な視点でデータを収集し、

検討することが必要であると整理した。例えば、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査等、地

域の高齢者に関する実態調査の結果を年齢階級別に比較し、世代間で差異が見られる項目が

ないか、確認すること等が考えられる。 
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５.２ 施策反映方法の検討 

施策反映にあたって、まずは将来推計人口等に基づく将来の性・年齢階級別の被保険者数の

見込みに対し、直近の要介護認定率のみを単純に乗じて算出した要介護認定者数を出発点に検

討することを考えた。これは、将来の被保険者数の性・年齢構成の動向のみを勘案することで、

要介護認定者数の推計において施策の効果を反映しやすくするためである。 

続いて、この要介護認定者数に対する施策反映では、以下の２通りの方法を想定した。 

 

 

（A）従来の保険者の全体的な取組状況を踏まえ、取組の効果を総合的に勘案して認定率の

変化を見込む 

（B）保険者における各取組の効果をそれぞれ定量的に見込み、認定者数の増減に反映する 

 

 

（Ａ）では、取組の展開状況（整備状況、利用状況、運営状況等）を把握するとともに、そ

の効果を評価し、認定率への反映を検討する。すなわち、①現在の取組の効果が将来的に継続

することが見込まれる場合は、直近の認定率の変化が継続するとして将来の認定率を設定する。

また、②現在、効果が十分に出ていない等、今後の展開が見込まれる場合、③既に十分効果が

得られており、さらなる上積みは望みにくい場合等では、直近の認定率の変化を調整して将来

の認定率を設定することが考えられる。 

 

 

図表 24 取組の効果を総合的に勘案した施策反映の方法 

 

 

 



 

27 
 

（Ｂ）では、施策が、上記で整理した要介護認定の背景要因のうち、どの要素に影響するか

の検討を踏まえ、その効果を定量的に見込み、認定者数の増減に反映する。すなわち、要介護

度は加齢に伴って上昇するものの、自立支援、介護予防、重度化防止の取組を実施することに

より、重度の認定を受ける年齢が遅くなり、健康寿命が延びることが想定されることから、自

然体推計された要介護認定者数に対して、取組の内容や想定される効果の波及の程度に基づき、

図表 26のように定量的に反映することが考えられる。 

 

図表 25 介護予防等の施策と介護予防等の効果による健康寿命の延伸の結果のイメージ 

 

 

図表 26 各取組の効果を定量的に見込んだ施策反映の方法 
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考え方の例は下記のとおりである。 

 

① 取組の「参加者への影響」を反映させる場合 

（ア）生物学的要素（心身の虚弱の改善）への影響を施策反映する場合 

例えば、体操教室など、生物学的な要素に影響する施策の場合、取組の対象者や期待する

効果をもとに認定者数への反映を検討する。具体的には、取組の参加者数や参加者の性・年

齢構成等を把握するとともに、参加者のうち、どの程度の高齢者が、心身の虚弱の改善によ

り、要介護認定を受けるまでの期間がどの程度延長されるかを想定する。 

 

反映方法の例①（ア） （考え方の例） 

取組によって心身の虚弱の改善が見込まれる高齢者数（性・年齢階級別）をもとに、要介護認定を受

けるまでの期間が延長される人数を算出する。 

 

参加者数（性・年齢階級別）×効果が期待される高齢者の割合×直近の要介護認定率（性・年齢階級別） 

＝●人 

 

算出された●人分、効果が想定される年度の期間は各年度の要支援等の認定者数（性・年齢階級

別）から減少させる。 

 

（イ）周囲の状況（環境要因等）への影響を施策反映する場合 

例えば、通いの場の充実など、環境要因等の周囲の状況に影響する施策の場合、取組の影

響範囲や期待する効果をもとに認定者数への反映を検討する。具体的には、取組の影響があ

る高齢者の性・年齢構成等を検討するとともに、どの程度の高齢者が、周囲の状況の変化に

より、要介護認定を受けるまでの期間がどの程度延長されるかを想定する。 

 

反映方法の例①（イ） （考え方の例） 

取組の影響が及ぶ高齢者数（性・年齢階級別）をもとに、要介護認定を受けるまでの期間が延長され

る人数を算出する。 

 

地域の高齢者数（性・年齢階級別）×効果が期待される高齢者の割合×直近の要介護認定率（性・年齢階級別） 

＝●人 

 

算出された●人分、効果が想定される年度の期間は各年度の要支援等の認定者数（性・年齢階級

別）から減少させる。 
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② 取組の「地域への影響」も含めて施策反映する場合 

例えば、介護予防教室の効果によって心身の虚弱が改善された高齢者が地域のボランティ

ア活動に参加することで地域の支え合いが活発になる等、生物学的な要素に影響する施策か

らさらに地域への展開が見込まれる場合、取組の参加者への効果に加えて、地域への影響範

囲や期待する効果をもとに認定者数への反映を検討する。具体的には、上記の取組の参加者

数や参加者の性・年齢構成等の把握、参加者への効果に加えて、地域において取組の影響が

ある高齢者の性・年齢構成等を検討するとともに、どの程度の高齢者が、周囲の状況の変化

により、要介護認定を受けるまでの期間がどの程度延長されるかを想定する。 

 

反映方法の例② （考え方の例） 

取組への参加により要介護認定を受けるまでの期間が延長される人数を算出する。 

（→反映方法の例①（ア）） 

 

参加者数（性・年齢階級別）×効果が期待される高齢者の割合×直近の要介護認定率（性・年齢階級別） 

＝●人 

 

取組への参加等が及ぼす地域への影響を受ける高齢者の割合についての見込みをもとにして、要

介護認定を受けるまでの期間が延長される人数を算出する。 

 

地域の高齢者数（性・年齢階級別）×効果が期待される高齢者の割合×直近の要介護認定率（性・年齢階級別） 

＝■人 

 

算出された●人＋■人分、効果が想定される年度の期間は各年度の要支援等の認定者数（性・年

齢階級別）から減少させる。 

 

 

施策反映において、保険者が上記のように施策の効果を見込むことは難しい作業であるが、

第７期に実施した施策の効果を見込んで第８期計画を作成すること、さらに得られた推計結果

と実績値を第８期期間に比較して考察すること等、施策の効果に関する考察という不断の取組

を通じて気づきを蓄積し、第９期以降の計画に活用していくことが重要であると考えられる。 

そのためには、まずは保険者が、計画作成の作業を通じて、様々なデータを収集し、地域の

状況を把握、分析するよう努めることが必要である。 

また、継続した基礎的調査研究事業と保険者が効果的・効率的なデータ整備および介護保険

事業の PDCAサイクルを進めるための支援も必要であると考えられた。 
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５.３ 手引きの作成 

上記の検討を踏まえ、要介護認定者数の推計における施策反映の手引きを作成した。手引き

の骨子は以下のとおりである。なお、手引き本編は参考資料として巻末に附した。 

 

 

図表 27 要介護認定者数の推計における施策反映の手引き（骨子） 

１ 背景と本手引きの目的 

２ 要介護認定者数の施策反映 

（１）要介護認定率を２つの要素に分解する 

（２）施策反映の検討プロセス 

（３）施策反映の方法 

（４）施策反映の具体例 

３ 要介護認定者数の推計における留意点 

（１）要支援者の動向（介護予防・日常生活支援総合事業への移行） 

（２）ひとり暮らし高齢者の動向 

（３）認知症高齢者の動向 

（４）介護サービスの未受給者の存在と動向 

（５）地域医療構想の実現に伴う追加的需要への対応 

（６）長期推計における留意点 
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６. 生活者市場予測システム（mif）を活用した要介護認定率の分析 

６.１ 生活者市場予測システム（mif）とは 

生活者市場予測システム（Market Intelligence & Forecast, mif）9とは、生活者 30,000人、

シニア 15,000人を対象とした、2,000問からなる生活定点調査（Web調査）である。調査対

象は、20歳から 89歳までの男女インターネット利用者であり、性別・年代・地域別のインタ

ーネット利用人口構成比に合わせて割付を行っている。設問内容は価値観・生活行動・消費行

動等と多岐にわたる。 

 

６.２ 分析方法 

「介護する人と介護される人の価値観等の生活状況によって、要介護（支援）認定率が異な

るのではないか」という仮説のもと、生活者市場予測システム（mif）の生活状況に関する設

問の回答割合と要介護（支援）認定率の相関係数について分析した。 

具体的な分析方法は、まず、都道府県別に、生活者市場予測システム（mif）の生活状況に

関する設問の回答割合を算出した。次に、都道府県別の要介護（支援）認定率を算出し、それ

ぞれの相関係数を求めた。 

生活者市場予測システム（mif）の生活状況に関する設問としては、介護に関する項目と主

観に関する項目に着目した。介護に関する項目は、設問ごとに回答者の年齢を限定し、回答割

合を算出した。具体的には、介護する人に該当する設問は 40 歳または 50 歳以上、介護され

る人に該当する設問は 65歳以上に回答者の年齢を限定した。主観に関する項目は、介護され

る人の主観を分析するため、回答者の年齢を 65歳以上に限定した。 

分析に用いた設問項目は次のとおりである。 

 

図表 28 設問項目 

項目の分類 対象年齢 項目 

介護に関する項目 

65 歳以上に限定 

 配偶者との死別に対する不安 
 老人ホームなどの施設や介護やケアサービスを選

ぶ際に重視すること（例：学習施設の充実、食事の充
実、運動施設の充実、料金、家族が来やすい場所にあ
る、介護サービスの質 等） 

 介護してもらいたい相手（例：息子の嫁、配偶者、老人
福祉施設のスタッフ、息子・娘 等） 

50 歳以上に限定  親の介護に対する不安 

40 歳以上に限定 
 介護と仕事の両立との負担感（例：自分または配偶者

が親の介護をしている、介護することへの見込み） 

主観に関する項目 65 歳以上に限定 
 ストレスの有無 
 生きがいの有無 

 

                                                   
9 株式会社三菱総合研究所がサービスを企画・開発し、エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社が販売を行っている。

https://mif.mri.co.jp/ 
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６.３ 分析結果 

生活者市場予測システム（mif）の生活状況に関する設問の回答割合と要介護（支援）認定

率の相関係数を図表 29、図表 30に示した。 

 

【介護に関する項目について】 

最も相関係数が高かった項目は、「介護と自分の仕事や家事の両立は負担に感じていますか」

という設問に対し、「やや負担に感じる」という回答であり、相関係数は 0.459であった。次

いで、「老人ホームなどの施設や介護やケアサービスを選ぶ際に重視することは何ですか」と

いう設問に対し、「学習施設が充実していること」という回答の相関係数が 0.385であった。 

 

【主観に関する項目について】 

「ストレスの原因」または「生きがいを感じていること」という設問に対し、「特にない」

以外に回答した割合と要介護（支援）認定率の相関係数はそれぞれ 0.343、0.315であった。 
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図表 29 介護に関する項目の分析結果 

設問項目 相関係数
決定係数

（R
2）

介護と、自分の仕事や家事の両立は負担に感じていますか。
（SA）やや負担に感じる（40歳以上） 0.459 0.211

老人ホームなどの施設や介護やケアサービスを選ぶ際に重視することは何ですか。
（MA）学習施設が充実していること（65歳以上） 0.385 0.148

自分または配偶者が親の介護をしている、介護することが見込まれる
（配偶者の親）（40歳以上） 0.367 0.135

自分または配偶者が親の介護をしている、介護することが見込まれる
（あなたの親）（40歳以上） 0.365 0.133

老人ホームなどの施設や介護やケアサービスを選ぶ際に重視することは何ですか。
（MA）食事が充実していること（65歳以上） 0.363 0.132

介護と、自分の仕事や家事の両立は負担に感じていますか。
（SA）かなり負担に感じる（40歳以上） 0.356 0.127

介護と、自分の仕事や家事の両立は負担に感じていますか。
（SA）あまり負担に感じない（40歳以上） 0.353 0.124

あなたは、現在、以下の項目について不安を感じていますか。
（MA）親の介護（50歳以上） 0.349 0.122

老人ホームなどの施設や介護やケアサービスを選ぶ際に重視することは何ですか。
（MA）運動施設が充実していること（65歳以上） 0.347 0.121

あなたは、現在、以下の項目について不安を感じていますか。
（MA）買い物に行けなくなる（65歳以上） 0.341 0.116

老人ホームなどの施設や介護やケアサービスを選ぶ際に重視することは何ですか。
（MA）料金が高くないこと（65歳以上） 0.341 0.116

老人ホームなどの施設や介護やケアサービスを選ぶ際に重視することは何ですか。
（MA）家族が来やすい場所にあること（65歳以上） 0.327 0.107

あなたは、現在、以下の項目について不安を感じていますか。
（MA）配偶者との離別（65歳以上） 0.326 0.106

老人ホームなどの施設や介護やケアサービスを選ぶ際に重視することは何ですか。
（MA）介護サービスの質が高いこと（65歳以上） 0.326 0.106

あなたが将来、介護が必要となった時に、介護してもらいたい相手は誰ですか。
（MA）息子の嫁（65歳以上） 0.323 0.104

老人ホームなどの施設や介護やケアサービスを選ぶ際に重視することは何ですか。
（MA）自然環境が良いこと（65歳以上） 0.321 0.103

老人ホームなどの施設や介護やケアサービスを選ぶ際に重視することは何ですか。
（MA）安全性が高いこと（65歳以上） 0.318 0.101

あなたが将来、介護が必要となった時に、介護してもらいたい相手は誰ですか。
（MA）配偶者（65歳以上） 0.314 0.098

あなたが将来、介護が必要となった時に、介護してもらいたい相手は誰ですか。
（MA）老人福祉施設のスタッフ（65歳以上） 0.309 0.096

あなたが将来、介護が必要となった時に、介護してもらいたい相手は誰ですか。
（MA）健康面のサポートや医療体制が充実していること（65歳以上） 0.302 0.091

あなたが将来、介護が必要となった時に、介護してもらいたい相手は誰ですか。
（MA）配偶者との死別（65歳以上） 0.295 0.087

あなたが将来、介護が必要となった時に、介護してもらいたい相手は誰ですか。
（MA）息子・娘（65歳以上） 0.292 0.086

あなたが将来、介護が必要となった時に、介護してもらいたい相手は誰ですか。
（MA）ホームヘルパー（65歳以上） 0.291 0.085

介護と、自分の仕事や家事の両立は負担に感じていますか。
（SA）どちらともいえない（40歳以上） 0.213 0.046

介護と、自分の仕事や家事の両立は負担に感じていますか。
（SA）まったく負担に感じない（40歳以上） 0.210 0.044

あなたが将来、介護が必要となった時に、介護してもらいたい相手は誰ですか。
（MA）兄弟姉妹等の親戚（65歳以上） 0.012 0.000  
* SA：単数回答、MA：複数回答 

 

図表 30 主観に関する項目の分析結果 

設問項目 相関係数
決定係数

（R2）

ストレスの原因
（MA）「特にない」以外 0.343 0.118

生きがいを感じていること
（MA）「特にない」以外 0.315 0.099  

* SA：単数回答、MA：複数回答 
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６.４ 生活者市場予測システム（mif）を活用した分析のまとめと考察 

本章では、生活者市場予測システム（mif）の生活状況に関する設問項目と要介護（支援）

認定率の相関関係について分析を行った。 

その結果、0.35 以上の相関係数に着目すると、介護と仕事や家事の両立に対する負担感や

親の介護をする見込み、施設や介護やケアサービスを選ぶ際に重視すること等の設問項目が要

介護（支援）認定率との相関係数が高いことが分かった。背景として、介護と仕事や家事との

両立にやや負担を感じるため、介護の外部化を志向すること、あるいは介護する人が負担を感

じるほど、介護される人が重度の要介護状態であるため、要介護（支援）認定を受けざるを得

ない可能性等が考えられる。また、親の介護をする見込みについては、介護をしている、ある

いは介護をすることが見込まれる場合には、家族内で介護を完結させず、外部の介護サービス

の利用を志向する傾向がある可能性等が考えられる。 

ただし、健康状態の低下している高齢者、特に認知症を有する高齢者からの回答は望みにく

く、認知症を有する高齢者の家族介護者も回答状況が悪くなる可能性が想定される等、生活者

市場予測システム（mif）を活用したことによる標本バイアスも考えられるため、分析結果に

は留意が必要である。 
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 背景と本手引きの目的 

 

保険者は、次期の保険料額を算定するにあたって、計画期ごとの各サービスの見込み量（利用者数、利

用日数・回数等）を見込む必要がありますが、まず、それらのサービスを利用することが見込まれる要介護

（支援）認定者数を推計する必要があります。そのため、要介護（支援）認定者数の推計作業は、介護保険

事業計画を作成する上で重要な作業です。 

要介護（支援）認定者数の推計は、まず要介護（支援）認定率について、実績値をもとに機械的に将来の

認定率を推計（これを「自然体推計」といいます）します1。さらに、自然体推計された値に対して、保険者に

おいて施策の効果を見込み、認定率や認定者数を調整（これを「施策反映」といいます）することが必要で

す。 

保険者が施策の効果を見込むことは、保険者がそれぞれの状況を鑑みることによってのみ可能となる難

しい作業であり、唯一の正しい方法は存在しないでしょう。しかし、だからこそ、第７期に実施した施策の効果

を見込んで第８期計画を作成すること、さらにこうして得られた推計結果と実績値とを第８期期間に比較して

考察することが必要となります。これら施策と効果の考察（確認、評価、改善）という不断の取組を通じて気づ

きを蓄積し、第９期以降の計画にも活用していくことが求められています。 

本手引きは、保険者において施策の効果を検討し、より的確な要介護（支援）認定者数を推計してみるこ

とに資するよう、施策反映を行う際の考え方を提示したものです。地域の実情が異なるため、必ずしも各保

険者の推計においてそのまま転用・活用できるとは限りませんが、考え方の参考としてご活用ください。 

 

 

図表 1 サービス見込み量の推計手順と本手引きの位置付け 

 

  

                                                   
1
 第７期の推計では、二時点間の認定率の差異（伸び）を利用して、現在からの年数をもとに機械的に将来の認定率を推計していた。 
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 要介護認定者数の施策反映 

 要介護認定率を２つの要素に分解する 

 

要介護（支援）認定者数は高齢者数2に要介護（支援）認定率を乗じたものです（図表 2）。 

ここで、要介護認定は、高齢者のうち、健康状態の低下とともに、様々な要因によって、介護保険サービ

スの利用が必要となった高齢者が申請し、認定審査を経て認定を受けるものであるため、認定率は①介護

を要する健康状態にある高齢者の割合と②介護を要する高齢者（①）のうち、要介護認定を申請した高齢

者の割合（申請率）に分解することができます。 

要介護（支援）認定者数の施策反映を行うにあたっては、このように認定率を要素に分解して検討するこ

とが有効ですが、①介護を要する健康状態にある高齢者の割合や②要介護認定を申請した高齢者の割合

について、精緻に算出することは困難です。ただし、その大まかな傾向は、例えば介護予防・日常生活圏

域ニーズ調査3の「あなたは、普段の生活でどなたかの介護・介助が必要ですか」という調査項目（問１（２））

等から、把握できると考えられます（図表 3）。 

 

 

図表 2 高齢者数と要介護認定者数の関係 

  

  

                                                   
2
 正確には「第 1号被保険者数」であり、外国人の資格要件、住所地特例者及び適用除外施設入所者等の加除等により、人口と第 1号被保険者数は必ずしも一致し

ない。 
3
 介護保険法１１７条第２項の定めによる「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（基本指針）に基づいて、市町村が実施する介

護保険事業計画を作成するための高齢者の実態調査。 



3 

 

図表 3 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

（問１（２） あなたは、普段の生活でどなたかの介護・介助が必要ですか） 
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①介護を要する健康状態の高齢者の割合は、高齢者が要介護認定に至る背景要因のうち、加齢に伴う

運動器機能や認知機能の低下など、本人の生物学的な要素が影響していると考えられます（図表 4）。一

方、②要介護認定を申請した高齢者の割合（申請率）は、背景要因のうち、生活に対する不安感など、本

人の心理学的要素、また、周囲の状況として、家族等に係る環境要因、サービスの整備状況等に係る環境

要因、さらに文化的要因が影響していると考えられます（図表 5）。 

要介護認定者数の推計における施策反映にあたっては、施策が、上記の要素のうち、どこに影響するか

を検討しましょう。なお、施策の目的には「自立支援」、「介護予防」、「重度化防止」の３つがあります（図表 

6）。目的に応じて対象や効果が異なると想定されるため、施策の主たる目的は何であったか、再確認した

上で影響範囲を検討しましょう。 

 

 

図表 4 要介護認定率と要介護認定の背景要因 

 

 

図表 5 背景要因の具体例 
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図表 6 介護予防等の施策のイメージ 
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 施策反映の検討プロセス 

 

第７期介護保険事業計画から、高齢者の自立支援・介護予防・重度化防止等に向けた取組と目標が必

須記載事項となり、保険者はその達成状況に関する調査・分析と評価を行うことが義務化されました。 

要介護認定者数の推計は、この介護保険事業計画のPDCAサイクルにおける「P」（Plan）に位置付けら

れるものですが、実効的なPlanを設定するためには、現状を的確に把握し、評価する「C」（Check）のプロセ

スが重要です。すなわち、現在、実施している施策に対して、その実施状況や効果を確認（検証）し、評価

の結果に基づく施策の見直しを踏まえて、次期計画において想定される姿を認定者数の推計に反映するこ

とが求められています（図表 7）。 

その際には、具体的には、実施した施策の展開状況（実施体制、実施回数、参加人数、実施内容）に加

えて、参加者や非参加者の性・年齢階級別の要介護認定状況等、実施効果に関するデータを収集し、施

策の効果を確認（検証）することが望まれます。 

 

 

図表 7 自立支援・介護予防・重度化防止等に向けた取組に関するPDCAサイクル 
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 施策反映の方法 

 

施策反映にあたって、まずは将来推計人口等に基づく将来の性・年齢階級別の被保険者数の見込みに

対し、直近の要介護認定率4のみを単純に乗じて算出した要介護認定者数を出発点に検討しましょう。これ

は、将来の被保険者数の性・年齢構成の動向のみを勘案することで、要介護認定者数の推計において施

策の効果を反映しやすくするためです。 

続いて、この要介護認定者数に対する施策反映では、以下の２通りの方法が考えられます。 

 

（A） 従来の保険者の全体的な取組状況を踏まえ、取組の効果を総合的に勘案して認定率の変化

を見込む 

（B） 保険者における各取組の効果をそれぞれ定量的に見込み、認定者数の増減に反映する 

  

                                                   
4
 「直近の要介護認定率」は推計作業を行う時点における直近月の要介護認定率が想定されるが、認定率の長期的な推移や年度内の月次変動等を把握し、妥当と考

えられるうちの直近月の数値や、あるいは場合によっては直近数ヶ月間の平均値等を使用することが望ましい。 
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（Ａ）では、取組の展開状況（整備状況、利用状況、運営状況等）を把握するとともに、その効果を評価し、

認定率への反映を検討します。すなわち、①現在の取組の効果が将来的に継続することが見込まれる場

合は、直近の認定率の変化が継続するとして将来の認定率を設定します。また、②現在、効果が十分に出

ていない等、今後の展開が見込まれる場合、③既に十分効果が得られており、さらなる上積みは望みにく

い場合等では、直近の認定率の変化を調整して将来の認定率を設定することが考えられます（図表 8）。 

 

 

図表 8 取組の効果を総合的に勘案した施策反映の方法 
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（Ｂ）では、施策が、上記で整理した要介護認定の背景要因のうち、どの要素に影響するかの検討を踏ま

え、その効果を定量的に見込み、認定者数の増減に反映します。 

要介護度は加齢に伴って上昇するものの、自立支援、介護予防、重度化防止の取組を実施することに

より、重度の認定を受ける年齢が遅くなり、健康寿命が延びることが想定されます（図表 9）。そこで、自然

体推計された要介護認定者数に対して、取組の内容や想定される効果の波及の程度に基づき、図表 10

のように定量的に反映することが考えられます。 

 

図表 9 介護予防等の効果による健康寿命の延伸の結果のイメージ 

 

 

図表 10 各取組の効果を定量的に見込んだ施策反映の方法 
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① 取組の「参加者への影響」を反映させる場合 

（ア）生物学的要素（心身の虚弱の改善）への影響を施策反映する場合 

例えば、体操教室など、生物学的な要素に影響する施策の場合、取組の対象者や期待する効果をも

とに認定者数への反映を検討します。具体的には、取組の参加者数や参加者の性・年齢構成等を把握

するとともに、参加者のうち、どの程度の高齢者が、心身の虚弱の改善により、要介護認定を受けるまで

の期間がどの程度延長されるかを想定しましょう5。 

 

反映方法の例①（ア） （考え方の例） 

取組によって心身の虚弱の改善が見込まれる高齢者数（性・年齢階級別）をもとに、要介護認定を受

けるまでの期間が延長される人数を算出する。 

 

参加者数（性・年齢階級別）×効果が期待される高齢者の割合×直近の要介護認定率（性・年齢階級別） 

＝●人 

 

算出された●人分、効果が想定される年度の期間は各年度の要支援等の認定者数（性・年齢階級

別）から減少させる。 

 

（イ） 周囲の状況（環境要因等）への影響を施策反映する場合 

例えば、通いの場の充実など、環境要因等の周囲の状況に影響する施策の場合、取組の影響範囲

や期待する効果をもとに認定者数への反映を検討します。具体的には、取組の影響がある高齢者の性・

年齢構成等を検討するとともに、どの程度の高齢者が、周囲の状況の変化により、要介護認定を受ける

までの期間がどの程度延長されるかを想定しましょう。 

 

反映方法の例①（イ） （考え方の例） 

取組の影響が及ぶ高齢者数（性・年齢階級別）をもとに、要介護認定を受けるまでの期間が延長さ

れる人数を算出する。 

 

地域の高齢者数（性・年齢階級別）×効果が期待される高齢者の割合×直近の要介護認定率（性・年齢階級別） 

＝●人 

 

算出された●人分、効果が想定される年度の期間は各年度の要支援等の認定者数（性・年齢階級

別）から減少させる。 

 

  

                                                   
5
 要支援者の減少分は介護予防・日常生活支援総合事業の事業対象者として勘案する必要性が生じることに留意。 
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② 取組の「地域への影響」も含めて施策反映する場合 

例えば、介護予防教室の効果によって心身の虚弱が改善された高齢者が地域のボランティア活動に

参加することで地域の支え合いが活発になる等、生物学的な要素に影響する施策からさらに地域への

展開が見込まれる場合、取組の参加者への効果に加えて、地域への影響範囲や期待する効果をもとに

認定者数への反映を検討します。具体的には、上記の取組の参加者数や参加者の性・年齢構成等の把

握、参加者への効果に加えて、地域において取組の影響がある高齢者の性・年齢構成等を検討するとと

もに、どの程度の高齢者が、周囲の状況の変化により、要介護認定を受けるまでの期間がどの程度延

長されるかを想定しましょう。 

 

反映方法の例② （考え方の例） 

取組への参加により要介護認定を受けるまでの期間が延長される人数を算出する。 

（→反映方法の例①（ア）） 

 

参加者数（性・年齢階級別）×効果が期待される高齢者の割合×直近の要介護認定率（性・年齢階級別） 

＝●人 

 

取組への参加等が及ぼす地域への影響を受ける高齢者の割合についての見込みをもとにして、要

介護認定を受けるまでの期間が延長される人数を算出する。 

 

地域の高齢者数（性・年齢階級別）×効果が期待される高齢者の割合×直近の要介護認定率（性・年齢階級別） 

＝■人 

 

算出された●人＋■人分、効果が想定される年度の期間は各年度の要支援等の認定者数（性・年

齢階級別）から減少させる。 
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 施策反映の具体例 

 

以下では施策反映の具体例を示します6。 

 

例１： 元気な高齢者向けの介護予防体操 

例２： 栄養教室への専門職の派遣による健康管理 

例３： 通いの場での口腔体操の実施と自宅で出来るプログラム開発 

例４： 認知症予防のための健康教室 

例５： 会食会の開催 

例６： 通いの場の充実 

例７： 単身高齢者に対する見回り活動の強化 

例８： ケアプラン点検による重度化防止 

 

 

 

例１ 元気な高齢者向けの介護予防体操 

【主として影響する背景要因】 

生物学的要素 

 

【施策の効果の想定】 

一般高齢者を対象に実施している介護予防体操の参加者の▲割は要介護認定を受けるまでの期

間が 2年長くなる 

 

【施策反映の方法】 

体操の参加者数（性・年齢階級別）×▲割×認定率（性・年齢階級別）＝●人 

算出された●人分、H33年度、H34年度の要支援の認定者数（性・年齢階級別）から減少させた。 

 

 

  

                                                   
6
 以下の具体例における「要介護認定を受けるまでの期間」の延長に関する取組の効果は、「施策反映の方法」において反映する年度を例示するために、便宜的に設

定しているもの。この延長に関する取組の効果についても、保険者が取組の進捗管理の中で把握するよう努めることが重要である。 
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例２ 栄養教室への専門職の派遣による健康管理 

【主として影響する背景要因】 

生物学的要素 

 

【施策の効果の想定】 

栄養教室の参加者のうち、60歳代の高齢者の▲割は専門職の健康管理に基づく栄養改善によっ

て要介護認定を受けるまでの期間が 3年長くなる。 

 

【施策反映の方法】 

栄養教室の参加者数（65歳・性別）×▲割×認定率（65歳～69歳・性別）＝●人 

栄養教室の参加者数（66歳・性別）×▲割×認定率（65歳～69歳・性別）＝■人 

栄養教室の参加者数（67歳・性別）×▲割×認定率（65歳～69歳・性別）＝▼人 

栄養教室の参加者数（68歳・性別）×▲割×認定率（65歳～69歳・性別）＝◆人 

栄養教室の参加者数（69歳・性別）×▲割×認定率（65歳～69歳・性別）＝★人 

算出された●人＋■人＋▼人＋◆人＋★人分、H33年度の要支援の認定者数（65歳～69歳・性

別）から減少させた。 

H34年度は●人＋■人＋▼人＋◆人分を要支援の認定者数（65歳～69歳・性別）から減少させ、

★人分を要支援の認定者数（70歳～74歳・性別）から減少させた。 

H35年度は●人＋■人＋▼人分を要支援の認定者数（65歳～69歳・性別）から減少させ、◆人＋

★人分を要支援の認定者数（70歳～74歳・性別）から減少させた。 
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例３ 通いの場での口腔体操の実施と自宅で出来るプログラム開発 

【主として影響する背景要因】 

生物学的要素 

 

【施策の効果の想定】 

一般高齢者を対象に実施している口腔体操の参加者の▲割は要介護認定を受けるまでの期間が

2年長くなる。さらに、自宅で出来るプログラムの普及により、参加していない高齢者の▼割は要介

護認定を受けるまでの期間が 1年長くなる。 

 

【施策反映の方法】 

体操の参加者数（性・年齢階級別）×▲割×認定率（性・年齢階級別）＝●人 

｛高齢者数－体操の参加者数（性・年齢階級別）｝×▼割×認定率（性・年齢階級別）＝■人 

算出された●人分、H33年度、H34年度の要支援の認定者数（性・年齢階級別）から減少させた。 

さらに、H33年度は■人分、要支援の認定者数（性・年齢階級別）から減少させた。 

 

 

 

例４ 認知症予防のための健康教室 

【主として影響する背景要因】 

生物学的要素 

 

【施策の効果の想定】 

認知症予防を目的に実施する健康教室により、参加者のうち、一般高齢者の▲割は要介護認定

を受けるまでの期間が 2年長くなる。 

また、参加者のうち、要支援者の▼割は要介護１に状態が低下することを 2年間遅らせる。（2年

間で要支援の◆割が要介護１になると想定） 

 

【施策反映の方法】 

健康教室の参加者数（性・年齢階級別）×▲割×認定率（性・年齢階級別）＝●人 

算出された●人分、H33年度、H34年度の要支援の認定者数（性・年齢階級別）から減少させた。 

健康教室の参加者数（要支援）×▼割×◆割＝■人 

算出された●人分、H33年度、H34年度の要介護１の認定者数から減少させ、要支援の認定者数

に上乗せした。 
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例５ 会食会の開催 

【主として影響する背景要因】 

心理学的要素 

 

【施策の効果の想定】 

会食会の参加者の▲割は会食会での交流により、社会的な孤独感の解消と健康維持に繋がり、

要介護認定を受けるまでの期間が 2年長くなる。 

 

【施策反映の方法】 

会食会の参加者数（性・年齢階級別）×▲割×認定率（性・年齢階級別）＝●人 

算出された●人分、H32年度、H33年度の要支援の認定者数（性・年齢階級別）から減少させた。 

 

 

 

例６ 通いの場の充実 

【主として影響する背景要因】 

環境要因 

 

【施策の効果の想定】 

通いの場が充実しているＡ地域では、軽度の生活支援について地域の支え合いがあることで、住

民の▲割は 2年間要介護認定を受けずに済む。 

 

【施策反映の方法】 

A地域の高齢者数（性・年齢階級別）×▲割×認定率（性・年齢階級別）＝●人 

算出された●人分、H32年度、H33年度の要支援の認定者数（性・年齢階級別）から減少させた。 
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例７ 単身高齢者に対する見回り活動の強化 

【主として影響する背景要因】 

環境要因 

 

【施策の効果の想定】 

単身高齢者を対象にした見回り活動により、単身高齢者の▲割は地域の支え合いにより 1年間

は要介護認定を受けずに済む。 

 

【施策反映の方法】 

単身高齢者数（性・年齢階級別）×▲割×認定率（性・年齢階級別）＝●人 

算出された●人分、H32年度年度の要支援の認定者数（性・年齢階級別）から減少させた。 

 

 

 

例８ ケアプラン点検による重度化防止 

【主として影響する背景要因】 

環境要因 

 

【施策の効果の想定】 

ケアプラン点検の対象者のうち、要支援者の▲割は要介護１に状態が低下することを 2年間遅ら

せる。また、要介護１の▼割は要介護１に状態が低下することを 1年間遅らせる。（2年間で要支

援の◆割が要介護１になる、1年間で要介護１の★割が要介護２になると想定） 

 

【施策反映の方法】 

ケアプラン点検の対象者数（要支援）×▲割×◆割＝●人 

算出された●人分、H33年度、H34年度の要介護１の認定者数から減少させ、要支援の認定者数

に上乗せした。 

ケアプラン点検の対象者数（要介護１）×▼割×★割＝■人 

算出された■人分、H33年度の要介護２の認定者数から減少させ、要介護１の認定者数に上乗

せした。 
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 要介護認定者数の推計における留意点 

 要支援者の動向（介護予防・日常生活支援総合事業への移行） 

 

平成 27 年 4 月の介護保険法改正において、地域支援事業の内容が拡充され、介護予防・日常生活支

援総合事業を全市町村で実施することになりました。これに伴い、従来、介護予防訪問介護、介護予防通

所介護を利用していた要支援者は認定の更新に合わせて介護予防・日常生活支援総合事業のサービス

に移行しています。ただし、介護予防・日常生活支援総合事業への移行は平成 29 年度末までに完了する

こととされていたことから、市町村によって移行開始の時期により、その影響を受ける段階が様々であるこ

とに留意する必要があります。 

すなわち、制度改正によって、要支援者の認定率の動向に一過的な変動が生じると見込まれますが、そ

の変動は保険者によって様々7であるため、要支援者の推計を行う際には、各保険者において介護予防・

日常生活支援総合事業への移行状況を振り返るとともに、認定率の動向を把握し、将来の推移を予測す

ることが重要です。 

 

 

考え方の例  

 

確認事項） 介護予防・日常生活支援総合事業にいつ移行開始したのか、いつ移行が完了したか？ 

 

→要支援者の認定率の動向の把握から、将来の要支援者の認定率を設定する。 

例１） 介護予防・日常生活支援総合事業に移行完了後の認定率の推移が将来にわたって継続す

ると仮定して、将来の認定率を設定 

例２） 介護予防・日常生活支援総合事業に移行完了時点の認定率で一定と仮定して将来の認定

率を設定 

 

 

 

  

                                                   
7
 介護予防・日常生活支援総合事業の実施にあたって、市町村の事務負担軽減のため、当該事業を実施している市町村では更新申請時の要介護認定に係る有効期

間が一律に原則 12 か月、上限 24 か月に延長、簡素化されることにも留意。 
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 ひとり暮らし高齢者の動向 

 

少子化や核家族化、高齢化に伴い、ひとり暮らしの高齢者は増加傾向にあります8。ひとり暮らし高齢者

は、介護する家族がいないことから、一般的に要介護認定を受ける割合が高いことが知られています。す

なわち、将来において、現在よりもひとり暮らし高齢者の割合が高まる場合、認定率に上乗せすることを検

討する必要があります。 

将来、ひとり暮らし高齢者の割合が高まる状況としては、サービス付き高齢者向け住宅が新たに開設さ

れ、現在、自宅でひとり暮らしの高齢者が安心を求めて移り住むといったことが考えられます。ただし、将来、

子どもに迷惑をかけたくない、現在は同居しているが将来は介護が難しくなる等との考えから移り住む高齢

者等もいると想定されるため、アンケート調査等から実態を把握することが重要です。 

上記のような実態調査や国勢調査の結果など9から、ひとり暮らし高齢者数の動向を把握し、その動向に

変化が見込まれる場合は、該当する性・年齢階級の要介護認定者数や要介護認定率を調整してください。 

 

 

考え方の例  

例１） ひとり暮らし高齢者の増加により、要介護認定率がどの程度変化すると想定されるか？ 

→要介護認定率が●％から●％になると見込む。（認定率の変化を見込む） 

例２） ひとり暮らし高齢者の増加分のうち、どの程度が要介護認定を受けると想定されるか？ 

→増加したひとり暮らし高齢者の●％分、要介護認定者数が増加すると見込む。 

（認定者数の変化を見込む） 

 

  

                                                   
8
 （６）長期推計における留意点も参照のこと。 

9
 国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」及び「同（都道府県別推計）」や、厚生労働省「国民生活基礎調査」、総務省「住民基本台帳

に基づく人口、人口動態及び世帯数」等のデータが活用できる。 
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【調整の具体例１】 

 

 

 

【調整の具体例２】 
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 認知症高齢者の動向 

 

高齢化による認知症高齢者の増加に伴い、要介護認定者も増加することが見込まれます。将来におい

て、現在よりも急激に認知症高齢者が増加する場合、認定率に上乗せすることを検討する必要があります。 

そのため、要介護認定者のうち、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の高齢者数の推移や、要介

護認定を受けているが日常生活自立度Ⅰの高齢者、要介護認定を受けていない高齢者を含めた認知症

有病者の推計等をもとに、要介護認定を受けていない認知症高齢者数の動向を把握してください。そして、

その動向に変化が見込まれる場合は、該当する性・年齢階級の要介護認定者数や要介護認定率を調整し

てください。 

なお、介護認定審査会資料において、運動能力の低下していない認知症高齢者に関しては、過去の全

国での審査データを分析し、得られた結果に基づいて、時間（すなわち、介護の手間）を加算して表示する

形式となっています。 

 

考え方の例  

 

確認事項） 認知症を有するが、要介護認定を受けていない高齢者はどの程度いるのか？ 

①高齢者人口と認知症有病率10から、認知症を有する高齢者数を推計する 

②認定者数と認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合から、認知症高齢者の日常生活自立

度Ⅱ以上の認定者数を推計する 

①と②の差分を、認知症を有するが、要介護認定を受けていない高齢者とみなす 

 

→増加した認知症高齢者の●％分、要介護認定者数が増加すると見込む。 

（認定者数の変化を見込む） 

 

  

                                                   
10
 「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成 26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業）等のデータが活用できる。 
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【調整の具体例】 
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 介護サービスの未受給者の存在と動向 

 

要介護（支援）認定者の中には、様々な要因によって介護サービスを利用していない高齢者（これ

を「未受給者」といいます）がいます（図表 11）。 

 

図表 11 未受給者の例 

 

 

未受給者の割合やその要因は、地域（保険者）によって大きく異なると考えられます。したがっ

て、要介護認定者数を推計する上で、各保険者において、これらの実態や動向を把握しておく必要

があります。例えば「バスの割引制度の受給資格に認定結果を活用しなくなったこと」による要介

護認定者数の減少を介護予防事業の効果と勘違いするようなことがないよう、配慮する必要があり

ます。また、このような実態や動向を踏まえて、他の保険者と要介護認定率を比較して地域分析し、

施策反映に活かす必要があります。 

ただし、公表されている統計ベース11では、各サービス別に受給者数は示されているものの、複数

サービスを利用している要介護認定者について、いわゆる「名寄せ」が行われておらず、介護サービ

スの受給者数を把握することはできないことに留意してください。各保険者において、何らかの方

法により、「未受給者数」を把握し、その人数や要介護認定者数に占める割合の推移等の動向を確認

することが求められます。また、従来の推計手順におけるサービスの利用率は未利用者も含めた割

合であるため、各サービスの利用率を修正せず、未受給者数を要介護認定者数から単に除いてしま

うと、サービス利用者数が少なく推計されてしまうことに留意してください。 

 

  

                                                   
11
 保険者別に受給者数が示されている介護保険事業状況報告を想定。介護給付費等実態調査では介護サービスの受給者数が示されているが、集計単位が都道府

県別であり、保険者別の受給者数は把握できない。 
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考え方の例  

 

確認事項） 介護サービスを利用していない要介護認定者（未受給者）はどの程度いるのか？ 

 

→ケアマネジメントの有無に着目し、公表されている統計から把握可能な以下のサービス

の受給者数の合計を介護サービスの「受給者数」、要介護認定者数との差分を「未受給者数」

とみなす 

 居宅介護支援・介護予防支援 

 介護保険施設サービス 

 認知症グループホーム 

 特定施設 

 小規模多機能型居宅介護 

 看護小規模多機能型居宅介護 
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 地域医療構想の実現に伴う追加的需要への対応 

 

第７期計画作成時と同様に第８期計画においても「地域医療構想による病床の機能分化・連携」

に伴い生じる介護サービスの追加的需要を見込む必要があります（図表 12）。特に第７期期間に追

加的需要が大きく生じなかった保険者（老人福祉圏域）においては、第８期期間に生ずることが考

えられます。都道府県が実施する医療療養病床や介護療養型医療施設の転換意向調査結果や都道府

県との協議を踏まえ、要介護者の増加を的確に見込む必要があります。 

 

図表 12 地域医療構想の実現に伴う追加的需要への対応 

 
（出所）第 11回医療介護総合確保促進会議(平成 29年 9月 7日) 参考資料４ 医療計画及び介護保険事業（支援）

計画の整合的な策定について 
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 長期推計における留意点 

 

長期推計を行う上では、世代間のライフスタイルの差異にも留意する必要があります。直近 3 年間で大

きな影響があるものではありませんが、約 650 万人いる団塊の世代が 75 歳以上の高齢者となる 2025 年

に向けては、いまから長期的な視点でデータを収集し、検討することが重要です。 

 

図表 13 団塊の世代の特徴 

 
（出所）内閣府 平成 25年版高齢社会白書，201312 

 

特に、団塊の世代では、核家族化が進む中で、夫婦のみ世帯の増加、さらには男女間の寿命の差異に

よる単身女性の増加が見込まれ、老後を家族に頼ることが困難な人がいっそう増えること等が予想されま

す（図表 13）13。こうした家族の在り方の変化は要介護認定の申請率にも影響すると考えられます。 

一方で、元気で活動的な高齢者も増えており、心身の機能低下による要介護認定の減少も見込まれる

等、高齢者の実態を踏まえ、これらの要素を勘案しつつ、要介護認定率の変化を予測することが必要です。 

例えば、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査等、地域の高齢者に関する実態調査の結果を年齢階級別

に比較し、世代間で差異が見られる項目がないか、確認してみましょう。 

                                                   
12
 本調査は団塊の世代が前期高齢者となった平成 24年度に実施されたものであり、現在とは状況が異なる可能性もある。 

13
 （２）ひとり暮らし高齢者の動向も参照のこと。 
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